
資料３ 

計画の構成とあり方について  

 

 

１  豊岡市総合計画条例の一部改正  

⑴  構成及び議決等  

 現行  次期案  

構成・  

計画期間  

基本構想（ 11 年）※延長後  

基本計画（ 6 年）※延長後  

実施計画（ 3 年）  

基本構想（ 12 年）  

市政経営方針（ 4 年）  

 

議決  
基本構想  

基本計画  

基本構想  

 

 ⑵  計画の概要  

  ア  基本構想  

    まちの将来像並びにその実現のための重点的な課題及び取組みの方向

を示す指針。  

  イ  市政経営方針  

    基本構想に定めたまちの将来像等を実現するための重点的な政策及び

その戦略的な進め方を示す方針。  

 ⑶  議会審議  

  ア  基本構想は、民意を踏まえて策定する「公共計画」として、議会におい

て審議することが望ましい。  

  イ  市政経営方針は、４年間の市長の経営方針を明らかにし、社会の変化に

速やかに対応し、実施していく「行政計画」として、行政の責任において

進めていくことが重要である。  

 

２  イメージ  

         現行                    次期  

 

 

 

 

 

 

 

 

基本計画  

（市政全般）  

基本構想  

（市政全般）  

実施計画  

（主な事業）  

 

 

 

 

 

市民の暮らしを支える施策  

基本構想  

（重点的な取組み）  市政経営方針  

（重点的政策）  


